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この度、台風 19 号の被害にあわれたすべての皆様にお見舞い申し上げます。 

■一部負担金の減免措置が講じられた方の保険請求について 
【請求手続きについて】 
 
 
 
 

ただし、一部負担金の減免措置を講じられた方については、減免措置対象レセプトと減免措置対

象外レセプトを別々請求することとなっていますので、保険者の判断により、一部負担金の徴収猶

予・減免等を実施した日以前に調剤をした場合は減免措置対象外レセプトの取扱いとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（例）保険者の判断により、一部負担金の徴収猶予・減免等を実施した日（実施日）前後の保険請求 

①実施日以前のみの調剤            減免措置対象外（通常の保険請求） 
②実施日以後のみの調剤            減免措置対象 
③実施日前後で調剤              減免措置対象・対象外を 1 組にして請求 

減免措置対象のレセプト 減免措置対象外のレセプト 

レセプトの欄外上部に赤色で

「災 1」と記載して請求 
通常の保険請求 

一部負担金の徴収猶予・減免等を実施した日 

① ③ 

② ③ 

一部負担金等の支払いを猶予した場合は、患者負担分を含めて 10 割を審査支払機関等へ

請求してください。 

96 

災 1 

国保分については負担割合を記入 

【減免措置対象のレセプト記載例】 （枠外に赤字で記載） 

災 1 記載を確認 ※電子レセプトの場合 

令和 

＊紙レセプトによる請求の場合は、レセプトの欄外上部に赤色で「災１」と記載し、一部負担金欄
に「支払猶予」と記載します。 


